
- 1 -

鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

条 例

○出頭人及び参加人に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例（※）

（人事課取扱い）１

○鹿児島県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例（※）（生活・文化課取扱い）２

○鹿児島県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例（※）

（保健医療福祉課取扱い）２

○鹿児島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例（※）

（介護福祉課取扱い）２

○鹿児島県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例（※）

（介護福祉課取扱い）３

○鹿児島県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例（※）

（障害福祉課取扱い）３

○鹿児島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例（※）

（障害福祉課取扱い）３

○鹿児島県中小企業従業員住宅条例を廃止する条例（※） （雇用労政課取扱い）４

○中小企業従業員住宅事業特別会計設置条例を廃止する条例（※） （雇用労政課取扱い）４

○鹿児島県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例（※）

（雇用労政課取扱い）４

○高等学校へき地生徒寄宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（※）

（学校施設課取扱い）４

出頭人及び参加人に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎
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出頭人及び参加人に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例

出頭人及び参加人に対する実費弁償に関する条例（昭和31年鹿児島県条例第40号）の一部を

次のように改正する。

第２条第１項第２号中「第100条第１項」を「第100条第１項後段」に改め，同項第３号中

「第109条第５項（同法第109条の２第５項及び第110条第５項」を「第115条の２第１項（同法

第109条第５項」に改め，同項第４号中「第109条第６項（同法第109条の２第５項及び第110条

第５項」を「第115条の２第２項（同法第109条第５項」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第５号

鹿児島県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例

鹿児島県消費者行政活性化基金条例（平成21年鹿児島県条例第３号）の一部を次のように改

正する。

附則第２項中「平成25年３月31日」を「平成26年３月31日」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第６号

鹿児島県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例

鹿児島県国民健康保険広域化等支援基金条例（平成14年鹿児島県条例第71号）の一部を次の

ように改正する。

第１条中「第75条の２」を「第68条の３」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第７号
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鹿児島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

鹿児島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例（平成21年鹿児島県条例第34号）の一部を次

のように改正する。

附則第２項中「平成25年３月31日」を「平成26年３月31日」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第８号

鹿児島県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

鹿児島県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例（平成21年鹿児島県条例第35号）の一部を次

のように改正する。

附則第２項中「平成25年３月31日」を「平成26年３月31日」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第９号

鹿児島県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例

鹿児島県地域自殺対策緊急強化基金条例（平成21年鹿児島県条例第36号）の一部を次のよう

に改正する。

附則第２項中「平成25年３月31日」を「平成26年３月31日」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第10号

鹿児島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

鹿児島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例（平成21年鹿児島県条例第37号）の一部

を次のように改正する。
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附則第２項中「平成25年３月31日」を「平成26年３月31日」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県中小企業従業員住宅条例を廃止する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第11号

鹿児島県中小企業従業員住宅条例を廃止する条例

鹿児島県中小企業従業員住宅条例（昭和40年鹿児島県条例第42号）は，廃止する。

附 則

１ この条例は，公布の日から施行する。

２ この条例の施行前に知事が結んだ貸付契約に係る貸付料の延滞金の納入については，なお

従前の例による。

…………………………………………………

中小企業従業員住宅事業特別会計設置条例を廃止する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第12号

中小企業従業員住宅事業特別会計設置条例を廃止する条例

中小企業従業員住宅事業特別会計設置条例（昭和41年鹿児島県条例第18号）は，廃止する。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第13号

鹿児島県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例

鹿児島県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例（平成21年鹿児島県条例第８号）の一部を次の

ように改正する。

附則第２項中「平成26年３月31日」を「平成27年３月31日」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

高等学校へき地生徒寄宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布
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する。

平成25年３月15日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県条例第14号

高等学校へき地生徒寄宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

高等学校へき地生徒寄宿舎の設置及び管理に関する条例（昭和40年鹿児島県条例第39号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「又はへき地の公立学校に勤務する教育職員の子弟である高等学校生徒」を削る。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。


